
 

会          議          録 

会議の名称 平成22年度第1回和泉市都市計画審議会 

開催日時 平成22年11月26日（金）午後2時00分から午後3時45分まで 

開催場所 和泉市コミュニティセンター1階大集会室 

出席者 

和泉市都市計画審議会委員 19名（欠席者1名） 

市長、副市長、都市デザイン部長、都市デザイン部都市政策監、 

都市デザイン部再開発監、都市デザイン部都市政策課長、都市デ 

ザイン部再開発室長、都市デザイン部再開発室工事担当課長、 

都市デザイン部道路河川室用地・交通担当課長 他6名 

会議の議題 
議第1号 南部大阪都市計画駐車場の変更について 

議第2号 南部大阪都市計画市街地再開発事業の変更について 

会議の要旨 

・ 開会 

・ 市長挨拶 

・ 委嘱状交付 

・ 委員紹介、事務局紹介 

・ 議第1号 南部大阪都市計画駐車場の変更について 

・ 議第2号 南部大阪都市計画市街地再開発事業の変更について 

・ 質疑応答 

・ 議案審議 原案可決 

・ 閉会 

会議録の 

作成方法 

■ 全文記録 

□ 要点記録 

記録内容の 

確認方法 

■ 会長の確認を得ている 

□ 出席した構成員全員の確認を得ている 

□ その他（                                                ） 

その他の 

必要事項 

 傍聴者3名 
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審  議  内  容  （発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

【司会】 大変長らくお待たせいたしました。 

定刻となりましたので、只今から平成 22 年度第 1 回和泉市都市計画審議会の開

催をお願い申し上げます。 

誠に恐縮ではございますが、私、本日の進行役を努めさせて頂きます、都市政策

課の由比でございます。 

どうぞ宜しくお願いします。 

 本日は、皆様方におかれましては、大変お忙しいところ、ご出席賜り誠にありが

とうございます。 

 本日の審議会の案件につきましては、先にご案内のとおり、会長・副会長さんの

選任と都市計画駐車場の変更及び市街地再開発事業の変更について、ご審議をお願

いすることとなっております。 

 何卒、よろしくご審議、ご協力の程、お願いいたします。 

なお、当審議会は公開とし、傍聴を認めておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

また、議事録につきましても公表させていただきますので、ご了解をお願いいた

します。 

それでは審議会開会にあたり、市長よりご挨拶申し上げます。 

 

【市長】 皆様こんにちは、和泉市長の辻でございます。 

本日は、平成 22 年度第 1 回和泉市都市計画審議会の開催をお願い申し上げまし

たところ、公私大変お忙しい中、ご出席いただき、また、新たな審議会の委員の委

嘱に対しましても快くご承諾いただきまして、厚くお礼を申し上げます。 

 平素、皆様方には都市計画とまちづくりに対しまして貴重なご提言をいただいて

おりますことはもとより、市政各般に渡りましても、大変あたたかいご理解とご支

援賜っておりますこと厚くお礼申し上げます。 

 さて、経済環境の悪化の下で、地方自治体は非常に厳しい行財政運営を強いられ

ておるわけでございますが、その一方で、地域主権という大きな流れの中で、地方

自治体の責任がこれからさらに広く、また大きくなってくるわけでございます。 

和泉市におきましても、足腰の強い行財政体質の実現ということで、財政健全化

と職員意識改革また産業の振興ということを柱に平成 23 年度から和泉再生プラン
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というものを取り組んでいく予定をいたしております。 

このプランに沿いまして、20 万都市に向けての色んな施策に取り組んでいくわ

けでございますが、その中の大きな課題が和泉府中駅前再開発事業でございまし

て、本日、皆様方には、この和泉府中駅前再開発事業についてのご審議をいただく

わけでございますが、ご案内のとおり、この事業は平成 25 年度完成に向けて、来

年 23 年の 3 月には再開発ビルが竣工の予定でございます。 

その再開発ビルに沿いまして新しい駅舎の整備、道路また駅前広場、そして駐輪

場等の整備を同時に進行していくわけでございます。 

その地下に予定しておりました駐輪場に関しまして、利便性、効率性また安全面

を配慮した中で、一部見直しを行って、本日そのことに関しましての議案をご審議

いただくわけでございますが、どうか皆様方には何卒よろしくご審議の上、原案ど

おりご可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、開会にあたりましての挨

拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 ありがとうございました。 

 続きまして、この度、委員をお引き受け頂きました皆様に市長より委嘱状を交付

させて頂きます。 

 交付順につきましては、お座りの席の順番に交付させて頂きますので、自席にて

お待ち頂きますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは市長、よろしくお願いいたします。 

 

【市長から委員に委嘱状の交付】 

 

【司会】 ありがとうございました。 

続きまして、委員の皆様のご紹介をさせて頂きます。 

名簿の順により、1 号委員から順次ご紹介申し上げます。 

 1 号委員には、学識経験者 8 名の方々にお願いいたしております。 

まず、和泉市農業委員会代表といたしまして、農業委員の井阪進様でございます。 

 

【井阪委員】 井阪でございます。 

 

【司会】 続きまして、大阪工業大学工学部教授の岩崎義一様でございます。 



平成 22 年度第 1 回和泉市都市計画審議会会議録 

 3 

 

【岩崎委員】 岩崎でございます。 

 

【司会】 続きまして、和泉市農業委員会代表といたしまして、農業委員の上野一

夫様でございます。 

 

【上野委員】 上野でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 続きまして、和泉商工会議所副会頭の阪口吉男様でございます。 

 

【阪口委員】 阪口でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 続きまして、元住宅・都市整備公団関西支社副支社長の島田重康様でご

ざいます。 

 

【島田委員】 島田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 続きまして、近畿大学総合社会学部教授の藤田香様でございます。 

 

【藤田委員】 藤田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 続きまして、いずみの農業協同組合常務理事の松田良輝様でございます。 

 

【松田委員】 松田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 続きまして、和泉市商店連合会会長の村井良之様でございます。 

 

【村井委員】 村井でございます。 

 

【司会】 以上が、１号委員の皆様でございます。 

続きまして、２号委員でございますが、市議会議員 7 名の方々にお願いいたして

おります。 

 まず、市議会議長の小野林治三夫様でございます。 
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【小野林委員】 小野林治三夫です。よろしくお願いします。 

 

【司会】 続きまして、市議会議員の赤阪和見様でございます。 

 

【赤阪委員】 赤阪です。よろしくお願いします。 

 

【司会】 同じく、浜田千秋様でございます。 

 

【浜田委員】 浜田です。よろしくお願いします。 

 

【司会】 同じく、西口秀光様でございます。 

 

【西口委員】 どうぞよろしくお願いします。 

 

【司会】 同じく、金児和子様でございます。 

 

【金児委員】 金児でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 同じく、知覧正勝様でございます。 

 

【知覧委員】 知覧です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 同じく、柏冨久蔵様でございます。 

 

【柏委員】 よろしくお願いします。 

 

【司会】 以上が、２号委員の皆様でございます。 

 続きまして、３号委員でございますが、関係行政機関の職員としまして、和泉警

察署長の染川和夫様でございますが、本日は、他の公務が重なり、代理で総務課長

の中上卓伸様にご出席頂いております。 

 

【中上委員（代理）】 中上です。よろしくお願いします。 
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【司会】 続きまして、４号委員でございますが、住民の代表といたしまして、町

会連合会会長池辺光三様でございますが、他の行事と重なっており、欠席の報告を

頂いております。 

 続きまして、連合婦人会代表の大倉美佐子様でございます。 

 

【大倉委員】 大倉でございます。よろしくお願いします。 

 

【司会】 続きまして、市民公募により選出させて頂きました小西充様でございま

す。 

 

【小西委員】 小西といいます。よろしくお願いします。 

 

【司会】 同じく、小林順子様でございます。 

 

【小林委員】 小林でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 以上が、４号委員の皆様でございます。 

続きまして、事務局の紹介をさせて頂きます。 

副市長の飯坂でございます。 

 

【事務局】（飯坂副市長） 飯坂でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

【司会】 都市デザイン部長の溝川でございます。 

 

【事務局】（溝川都市デザイン部長） 溝川です。どうぞよろしくお願いします。 

 

【司会】 都市デザイン部都市政策監の高橋でございます。 

 

【事務局】（高橋都市政策監） 高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【司会】 都市デザイン部再開発監の松田でございます。 
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【事務局】（松田再開発監） 松田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 都市デザイン部都市政策課長の中戸でございます。 

 

【事務局】（中戸課長） 中戸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 都市デザイン部再開発室長坂口でございます。 

 

【事務局】（坂口室長） 坂口です。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 都市デザイン部再開発室工事担当課長の矢倉でございます。 

 

【事務局】（矢倉課長） 矢倉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 都市デザイン部道路河川室用地・交通担当課長の西村でございます。 

 

【事務局】（西村課長） 西村でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 以上で、審議会委員の皆様、並びに事務局職員の紹介を終わらせて頂き

ます。 

 次に、本日は、改選後初めての審議会でありますので、私の方から和泉市都市計

画審議会の概要につきまして、簡単に説明させて頂きたいと存じます。 

 都市計画審議会の設置は、都市計画法第 77 条の 2 に規定されており、審議会の

組織及び運営につきましては、市町村の条例で定めることとされております。 

このことから、本市では、平成 12 年 3 月に和泉市都市計画審議会条例を制定し、

その運営を行っているところでございます。 

それでは、お手元の資料、和泉市都市計画審議会条例をご覧ください。 

 まず、第１条の設置等でございますが、この条例は都市計画法の規定に基づき和

泉市都市計画審議会を設置するとともに、同審議会の組織及び運営について、必要

な事項を定める事としております。 

 第 2 条は、組織についてでございます。 

1 号委員としまして、学識経験のある者、2 号委員としまして、市議会議員、3
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号委員としまして、関係行政機関の職員、4 号委員としまして、住民の方々をもっ

て組織することとしております。 

なお、本日、お願いいたしました委員さんにつきましては、先ほどご紹介させて

頂きましたとおり、学識経験者から 8 名、市議会議員から 7 名、関係行政機関の職

員から 1 名、住民代表から 4 名、合計 20 名となっております。 

第 3 条において、任期を 2 年としておりまして、本日、委嘱させていただきまし

た委員の皆様におかれましては、平成 24 年 10 月 31 日までとなってございます。 

第 4 条は、臨時委員について規定してございます。 

第 5 条は、会長・副会長についての規定でございまして、会長・副会長は、委員

の互選となっておりますので、この後、選出をお願いすることとなってございます。 

第 6 条以下につきましては、審議会の運営について定めているものでございま

す。 

以上、簡単ではございますが、審議会の概要説明を終わらせて頂きます。 

次に、本日の審議会でございますが、19 名の委員さんにご出席いただいており

ますので、審議会条例第 6 条第 2 項の規定により本審議会が成立していることをご

報告申し上げます。 

続きまして、会議次第によりまして、会長・副会長の選出をお願い申し上げます。 

つきましては、会長・副会長の選出の前に、仮議長の選出をお願い申し上げます。 

なお、仮議長さんにつきましては、慣例によりまして、市議会議長にお願いして

おりますことから、今回も市議会議長の小野林委員さんにお願いしたいと存じます

が、いかがなものでしょうか。 

 

【委員】 異議なし。 

 

【司会】 ありがとうございます。 

ご異議が無いようでございますので、市議会議長の小野林委員さんに仮議長をお

願いしたいと存じます。 

それでは、小野林委員さん、どうぞ仮議長席にお願いいたします。 

 

【仮議長】（小野林委員） 只今、ご指名を頂きました市議会議長の小野林でござ

います。 

会長・副会長が決まるまでの間、仮議長を努めさせて頂きますので、委員の皆様

方、よろしくお願いいたします。 
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それでは、会長・副会長の選出に入ります。 

会長・副会長の選任につきましては、和泉市都市計画審議会条例第 5 条の規定に

より委員の互選となっておりますが、選任について、ご意見、ご提案はございませ

んでしょうか。 

 

【委員】 仮議長一任。 

 

【仮議長】（小野林委員） 特に、ご意見等は無いようですので、誠に恐縮ではご

ざいますが、私の方からご推薦させていただいてよろしいでしょうか。 

 

【委員】 異議なし。 

 

【仮議長】（小野林委員） ありがとうございます。 

それでは私からご推薦させていただきます。 

本審議会には、前会長の大阪工業大学工学部の岩崎教授が引き続き委員に就任さ

れておりますので、今回も岩崎委員に会長をお願いし、副会長には前副会長の阪口

委員さんも委員としてご就任されておりますので、引き続き副会長をお願い申し上

げたいと思います。 

委員の皆様、如何でございましょうか。 

 

【委員】 異議なし。  

 

【仮議長】（小野林委員）ありがとうございます。 

ご異議がないようでございますので、両委員さんにお願い申し上げたいと存じま

す。 

両委員さんには、大変、お忙しいところ誠に恐縮でございますが、ご了解いただ

けますでしょうか。 

 

【岩崎委員、阪口委員】 はい。 

 

【仮議長】（小野林委員） ありがとうございます。 

両委員さんにご了承をいただきましたので、会長は、岩崎委員さん、副会長は阪

口委員さんに決定いたしたいと存じます。 
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岩崎委員さん、阪口委員さんにおかれましては、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

それでは、会長・副会長さんが決まりましたので、これをもちまして仮議長の役

を終わらせて頂き、議長を交代したいと存じます。 

ご協力、ありがとうございました。 

 

【司会】 どうもありがとうございました。 

それでは、岩崎会長、阪口副会長、前の席へお願いいたします。 

それでは、岩崎会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

【会長】（岩崎委員） 会長就任に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

何分微力ではございますけれども、私会長とそれから副会長の阪口さん、それか

ら委員の皆様のお力を借りまして、本審議会の円滑かつ厳正な運営に努めて参りた

いと思っております。 

皆様のご協力、ご指導をお願いしたいと存じます。誠に簡単ではございますけれ

ども、会長就任のご挨拶とさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 ありがとうございました。 

 それでは本日の議案につきまして、市長より当審議会へ付議して頂きます。 

 

【市長から会長へ付議】 

 

【司会】 ありがとうございました。 

それでは、これより議事の進行につきまして、岩崎会長にお願いしたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】（岩崎委員） はい。それでは、これより議案についてご審議をお願いし

たいと存じますが、今回の第 1 回の審議会では議事が 2 つございます。議案第１号

が南部大阪都市計画駐車場の変更について、それから議案 2 号は南部大阪都市計画

市街地再開発事業の変更についてということでございますが、これについてはいわ

ゆる駐車場に関わるいわゆる連動した議案でございますので、一括上程しまして、

事務局からご説明を受けて、審議を進める方が適切かなと思いますが、いかかでご

ざいましょうか。 
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【委員】 意義なし。 

 

【会長】（岩崎委員） それでは、まず事務局の方からこの 2 つの議案についての

ご説明をお願いいたします。 

 

【事務局】（矢倉課長） 再開発室の矢倉でございます。 

只今、ご上程いただきました、議第１号南部大阪都市計画駐車場の変更について、

並びに議第２号南部大阪都市計画市街地再開発事業の変更について一括説明をさ

せていただきます。 

なお、説明には 20 分程度を要しますので、よろしくお願い申し上げます。 

 最初に和泉府中駅東第一地区第二種市街地再開発事業の現況につきまして、ご説

明申し上げます。 

事業区域の概要でございます。 

 まず、事業目的でございますが、和泉府中駅前につきましては、本市の都心とし

て位置付けされているにも関わらず、道路などの都市基盤整備の遅れや木造老朽家

屋などが混在しており、防災面においても課題が多いことから、早期に都市基盤整

備を始め土地の有効活用を図り、まちの再生、整備を図るものでございます。 

この目的により、平成 10 年 12 月の都市計画決定、平成 12 年 11 月の事業計画

決定を定め、この事業に取組んでまいりました。 

 その後、平成 17 年 3 月には、事業地区内の転出者の増加や事業を取巻く状況、

環境の変化に伴い、駅前広場地下駐車場の地上立体化への変更や従前居住者用住宅

の廃止などの都市計画並びに事業計画変更を行ったものでございます。 

 また、併せて事業の採算性の確保や、市の財政状況、さらに商業テナント市場な

どを勘案したうえで、施設規模の見直しや事業費の平準化や縮減、削減に取組みを

重ねてきたものでございます。 

このような状況から、平成 20 年 2 月 7 日に管理処分計画の府認可を得て、その

後におきまして事業リスクの低減などを目的に、民間活力の導入を図り、施設建築

物の建設や保留床の処分を委ねる 特定建築者制度の活用を図ることになり、公募

の結果、特定建築者には東急不動産・三井不動産レジデンシャル共同企業体に決定

したものでございます。 

前方スクリーンをご覧ください。 

赤の実線で囲われた部分、和泉府中駅の東側で地区面積、約 2.3ha が事業地区で
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ございます。 

 全体区域面積が 23,008 ㎡で、内訳といたしましては、施設建築物敷地が 6,854

㎡で、残り 16,154 ㎡が道路、駅前広場などの公共施設でございます。 

施設建築物に関しましては、駅側より地上５階建ての商業・公益棟で、1 階に生

鮮食料品のスーパーマーケット、物販、飲食店が、２階は医療機関と業務施設、３

階には和泉図書館、４階・5 階が健康増進施設が入る予定でございます。 

次に 7 階建ての自走式の立体駐車場棟でございます。 

一番東側の建築物が、地上 20 階建て 150 戸の分譲住宅棟でございます。 

現在、事業地区内におきましては、特定建築者であります東急不動産・三井不動

産レジデンシャル共同企業体により、商業公益棟・駐車場棟・分譲住宅棟の建設が

順調に進捗しております。 

この施設建築物につきましては、来春平成 23 年 2 月の竣工、3 月の供用開始に

向け、現在、諸準備を行っているもので、併せてこの再開発ビルの竣工に伴い、周

辺の道路整備を行っているものでございます。 

最後に、現在の特定建築者により建設中の施設建築物の航空写真でございます。 

以上が、施設建築物の概要説明でございます。 

続きまして、再開発事業により整備予定の公共施設につきまして、ご説明申し上

げます。 

まず、計画幅員 25m、16m の都市計画道路和泉府中南通線、延長約 330m、施

設建築物の南側の区画道路、幅員 7.5m、延長約 200m、駅前広場約 7,200 ㎡、駅

舎と施設建築物や既存商店街を接続します歩行者デッキでございます。 

また、今回の議案としてお願いしています駅前広場地下に計画しています駐輪

場、収容台数約 1,500 台、この施設につきましては、都市計画変更後、和泉府中南

通線の北側地上部にて整備する予定でございます。 

前方スクリーンに映し出されておりますのは、公共施設及び和泉府中駅橋上駅舎

完成イメージ図でございます。 

今後のスケジュールでございますが、現在、公共施設整備にあわせ、和泉府中駅

舎の整備に向けた取組みも行っており、既にＪＲ西日本旅客鉄道株式会社と基本協

定を締結し、実施設計を行っているところでございます。 

駅東西の工事ヤードの確保も含め、工事着手に向けた条件整備を整えている状況

であり、平成 24 年度の新駅舎の完成を目標に事業推進に努めているところでござ

います。 

新駅舎の完成後において、現在の駅舎の解体撤去を行い、駅前広場並びに歩行者
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デッキの整備を順次実施予定で、平成 25 年度末の竣工を目標としている状況にご

ざいます。 

以上が、再開発事業の現状でございます。 

それでは、お手元の議案書、参考資料並びに前のスクリーンをご覧ください。 

まず、南部大阪都市計画駐車場の変更についてをご説明させていただきます。 

議案書の 2 ページが計画書で、3 ページが旧新対照表でございます。 

まず、名称につきましては、変更がございません。 

次に位置ですが、同じ府中町一丁目地内でございますが、参考資料に表示してあ

りますように、駅前広場の地下から都市計画道路和泉府中南通線北側の地上部に位

置の変更となります。 

面積については、約 2,900 ㎡から約 1,600 ㎡に、構造については、地下１層から

地上３層に変更となります。 

また、収容台数は約 1,500 台で変更ございませんが、出入口が 2 箇所から 1 箇所

に変更となります。 

 前方のスクリーンは、和泉府中南通線の完成イメージ図に立体駐輪場の位置を示

したものでございます。 

和泉府中南通線につきましては、再開発事業のシンボルロードとしてふさわし

い、緑をコンセプトといたしました施設整備を計画しており、立体駐輪場につきま

しても環境に配慮し、都市景観を損なわないよう緑を配した施設として整備する計

画としております。 

続きまして、4 ページをご覧ください。 

変更理由につきましては、利用者の利便性、駐車場の管理運営の効率化、経済性

及び安全性の観点から総合的に見直しを行い、位置、面積及び構造の変更を行おう

とするものでございます。 

 5 ページには位置図、6 ページには計画図を添付しておりますので、参照願いま

す。黄色の文字で表記しているのが変更前、赤色で表記しているのが変更後でござ

います。 

 続きまして、南部大阪都市計画市街地再開発事業の変更についてをご説明申し上

げます。 

 議案書の 9 ページの旧新対照表をご覧ください。 

太字で表記している部分を変更しようとするものでございます。 

 まず、幹線道路の名称 3・3・4 和泉府中南通線を 3・3・219－4 和泉府中南通線

に変更しようとするものです。 
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 次に、都市計画駐車場第 219－1 号和泉府中駅前自転車駐車場 約 1,500 台を廃

止しようとするものです。 

 10 ページをご覧ください。 

 変更理由につきましては、都市計画駐車場が、市街地再開発事業区域外へ配置変

更となることから、市街地再開発事業における都市計画駐車場 219－1 和泉府中駅

前自転車駐車場を廃止するものでございます。 

11、12 ページには位置図、計画図を添付しておりますので、ご参照願います。 

 また、この変更案の作成にあたりまして、地元組織の市街地再開発準備組合はじ

め府中西町会、国府校区周辺自治会、地元商業団体、民間の駐輪場経営者等への説

明を行っておりますが、その際、特段の反対意見は出されておりません。 

 さらに、平成 22 年 11 月 2 日から平成 22 年 11 月 16 日までの間、都市計画法第

17 条に基づく案の縦覧を行ったところ、1 通の意見書が提出されています。 

 なお、意見書につきましては、本日、配布させていただいておりますので、ご参

照ください。 

意見書の要旨につきましては、当初計画の駐車場から利便性、安全性等を考慮の

うえ、変更するものとなっているが、当初計画の際にも利便性、安全性などを考慮

して、計画されたものではなかったのか。不具合があることが分かりながら計画を

進めてきたのかというものであります。 

この意見書に対する市の見解でございますが、駅前地区での事業ということで、

放置自転車対策のために駐輪場を整備する必要性があったことから、駅周辺でまと

まった敷地の確保が必須条件でございました。 

しかし、都市計画決定時においては、駅周辺での適地がなかったこともあり、駅

前広場地下に整備する計画となった経緯でございますが、事業が進捗する中で、駅

近隣に駐輪場としてまとまった土地の確保が可能となったものでございます。 

以上のような状況の変化により、再検証を行った結果、利便性、安全性、または

防災面・防犯面、経済性においても当時の計画よりさらに向上する事となるものと

理解しているところでございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、議第 1 南部大阪都市計画駐車場の変更につい

て、議第 2 号南部大阪都市計画市街地再開発事業の変更についての議案説明を終わ

ります。 

何卒、よろしくご審議いただき、原案どおりご可決いただきますよう、お願い申

し上げます。 
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【会長】（岩崎委員）只今、事務局から 2 つの議案について一緒に説明をされまし

た。本件につきまして、何かご質問、あるいはご意見等ございましたらご発言願い

ます。 

 

【金児委員】 ちょっと、あの専門家でもございませんし、不勉強なので、素直に

疑問に思った事をお尋ねしたいと思いますが、名称なんですけれども、一般的に自

転車やバイクを置くところというのは駐輪場という風に申しますし、和泉中央駅辺

りでも駐輪場を幾つか市の方で整備している最中ですけども、こちらの名称は殊

更、自転車駐車場というのがわかりにくくてですね、パッと駐車場って聞いたら皆

「車を置けるのか。」と思いますし、自転車と名付けるというのだったら、バイク

は駄目なのかと、その辺の名称を付けられた経緯を説明いただきたいと思います。 

 

【会長】（岩崎委員） 事務局の方から今の名称についてご説明をお願いします。 

 

【事務局】（西村課長） 会長、道路河川室の西村でございます。 

本市でですね、自転車等駐車場ですね、3 施設条例制定しております。その設置

管理条例につきましてはですね、和泉市自転車等駐車場という名称で一応条例制定

してございますので、そちらに合わせているものと思われます。 

 

【金児委員】 和泉中央もですか。北駐輪場とかって言ってませんでした。 

 

【事務局】（西村課長） 事務局の方で、委員さんにお話するときに分かりやすい

ように駐輪場という風な言い方をしてるのかも分かりませんけれども、正式名称に

つきましてはですね、和泉中央駅前北自転車等駐車場ということでございます。 

 

【金児委員】 駐輪場ではアカンのですね。だってね、例えば誰か人に「場所どこ

ですか。」って聞かれたときに自転車駐車場とか言ったら、「あっ、車置けるんか。」

って普通思ってしますと思うんですね。 

駐輪場だったら一言で皆分かるわけですから、そんな混乱させるような名称はも

う今すぐに変えたらどうでしょうか。 

 

【事務局】（高橋都市政策監） あの、すいません。都市計画の方から説明させて

いただきます。今回、議案書に書かせていただいておりますのは、名称駐車場とい



平成 22 年度第 1 回和泉市都市計画審議会会議録 

 15 

う表記させてございます。これは都市計画法に基づいて名称を記載してございまし

て、自転車駐輪場に関する都市計画の取扱いというものがございまして、自転車駐

車場を都市計画で定める場合においては、法に基づいて駐車場として都市計画決定

を行うことが望ましいという風に規定がございまして、都市施設の中の駐車場の分

類の中にこの駐輪場が入るということで、区分として都市計画駐車場という風に表

記されてございます。 

ですから、具体に実際の名称については、今後、設置条例等において駐輪場とい

うような名称になるということも検討していくのではないかと考えてございます。 

 

【金児委員】 じゃ、あり得るわけですね。ご自身でも駐輪場と言ってしまわれて

いるし、きっと内部ではきっちり自転車等駐車場なんて長ったらし事言っておられ

ないのではないのかな。便利なように変えていただけたら。 

 

【会長】（岩崎委員） 会長としてはあまり発言するといけないんですが、例えば

万歩計というのがありますね。あれは商品名で実際は別な正式名があるわけなんで

すが、駐輪場というのは、いわゆる我々の俗称の名称で、実際法律でやるときは自

動車交通法とか色んなものが絡みますので、その駐車場というのは一般自動車用な

のか自転車なのかある程度、限定をしないといけないというのがございます。 

そういうことから、行政上かつ仕組みとして事業を起こすときにはしっかりとこ

ういうネーミングにしないと誤解を生むので、自転車駐車場という風になっている

と私は思いますので、委員が言われているように駐輪場でも構わないんです、だけ

どこういう認定を行う、評価するとか、審議するときには今申し上げたいわゆる長

ったらしく自転車駐車場という風に呼ぶのが正式になると思います。ご理解いただ

けましたでしょうか。 

 

【金児委員】 分かりました。ありがとうございます。 

 

【会長】（岩崎委員） 1 号議案、2 号議案と順番を申し上げずに審議をお願いい

たしましたが、今ネーミング、名称についての審議でしたので、まだ間に合います

ので、まずは第 1 号議案についてですね、ご審議を継続していただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。他にございませんか。 

 

【村井委員】 すみません。 
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【会長】（岩崎委員） はい、どうぞ。 

 

【村井委員】 村井です。先ほどの説明の中に、近隣の町会とか自転車の経営者、

各種団体の方々に説明したということなんですけども、全く意見なかったというこ

とですね。 

 

【事務局】（矢倉課長） はい、そうでございます。 

 

【村井委員】 それなら良いんですけれども。 

今までの駅前の地下ですね。駐車場ですか。廃止するものということで、この後

の使用というのは全く考えてないのですか。一旦、廃止するというだけの議案なの

ですか。 

 

【事務局】（矢倉課長） はい、市街地再開発事業の転換地は廃止になってござい

ます。 

ただ、第 1 議案のですね、南部大阪都市計画駐車場の変更についてという議案に

つきましては、位置の変更、構造の変更、そういったものも含まれる、地下から地

上への変更ということになります。 

 2 号の南部大阪都市計画市街地再開発事業の変更ということにつきましては、市

街地再開発の区域内 2.3ha の中から外に出すことになりますので、この件につきま

しては廃止をするということでございます。 

 

【村井委員】 はい、分かりました。 

 

【会長】（岩崎委員） 会長から事務局へ質問させていただきますが、進め方は通

常 1 号議案と 2 号議案ということで進めていかないといけないものなんですが、ご

回答にもあるように 1 号議案と 2 号議案は意外とほとんど同じでございますので、

ですから、おまとめ上は、1 号、2 号としておまとめいただいて、議論は 1 号と 2

号を一緒にしても進行上問題ございませんか。まず、事務局に確認したいのですが。 

 

【事務局】（高橋都市政策監） そのようにしていただいて結構でございます。 
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【会長】（岩崎委員） 今、事務局の方から 1 号議案と 2 号議案はいわゆる表裏一

体のものですので、私は先ほど「今から 1 号を審議。」と申し上げましたが、元に

戻して、1 号も 2 号も事務局の方で議論の性質上仕分けされるということですので、

あまりお気にされずに 1 号かつ 2 号両方でご議論いただければと思います。 

 

【知覧委員】 すいません。この意見書 1 枚出てるんですけどね。ここで回答とし

て、「利便性と安全性がさらに向上する。」となってるんですけど、駅に近いのは

地下ですよね。1 層ということで、1 階上がれば駅に行けるんですよね。その辺り

利便性はこちらの方があるんかなと思うんですけど。 

この地区外に出すと 3 階建てということはエレベーターが設置されるんかその

辺もちょっと分からないですが、3 階から 1 階に下りて駅に行くということで、利

便性を考えて駅地下の方が利便性が高いと思うんですけれど。 

 それと安全性ですが、これはどの辺を指して安全性が向上するという風に回答さ

れているのか、この 2 点について確認したいんですけど。 

 

【事務局】（矢倉課長） まずは、駅からの距離でございますが、地下の駐輪場の

距離は 80ｍでございました。これが地上 3 階建ての立体化 3 層の駐輪場にします

と、現在の位置ですと、駅の改札口から 200ｍいうことで、今ご指摘のような距離

としては実際に遠くなるというのが現状でございます。 

しかし、地下駐輪場につきましては土被りの関係上、地面から約 6ｍ下が駐輪場

の床面になります。ですので、6m の高低差が自転車、ミニバイク等で出入りしな

くてはならないということがございます。 

 ただ、立体駐輪場になりますと距離は 200m ということで離れてはいるんですけ

ども、1 階がバイクあるいは特殊自転車、2 階、3 階が自転車の置き場ということ

で、距離は遠くなるんですけども駐輪場の入り口から中に入れるまでの間の高低差

で利便性があるということでございます。 

 次に安全性ということなんですが、地下駐輪場でありますと、どうしても柱が結

構太くなります、防犯面におきましても防災面におきましてもどうしてもそういう

リスクというのが生じてまいります。その点、地上立体化しますと柱も細くなりま

すし、窓もつけられるいうことで防犯面につきましても向上するのではという事で

ございます。 

 

【会長】（岩崎委員） はい、島田委員どうぞ。 
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【島田委員】 議事進行についてはですね、1 号議案、2 号議案が非常に連動して

おりますので、会長の進行について全然意義はないんですが、けじめとして、市長

から 2 号議案の付議をもう一回やっていただいたらそれで良いんじゃないかなと。 

いずれかの段階でやっていただければ、それで説明とか進行内容はいけるのかな

と思いまして、大したことではないんですが、意見として。 

 

【会長】（岩崎委員） 付議については 1 号と 2 号についてですけれども、今のご

意見は分けた方が良いというご意見ですか。 

 

【島田委員】 付議は会長の進行内容でやっていただければ良いんじゃないかと。 

 

【会長】（岩崎委員） 事務局に対するご意見ですかね。では、事務局の方で 2 つ

の付議ですけれども、1 つで流していくという風に受け取ってよろしいかというよ

うな形になりますが、別によろしございますか。 

 

【事務局】（高橋都市政策監） 事務局の方ですけれども、この会議の冒頭、市長

の方から会長に対して 2 議案について付議させていただきまして、相関連するとい

うことで、同時に説明をさせていただきましたけれども、今のご意見等も一括して

2 議案合わせてやっていただくということで、事務局といたしましてそれで結構で

ございます。 

 

【会長】（岩崎委員） はい。島田委員それで結構でございますでしょうか。 

 

【島田委員】 結構です。 

 

【会長】（岩崎委員） 他に何か、はいどうぞ。 

 

【小林委員】 先ほど、新しい方が 3 階建てになるということで、まず地下から地

上になるということで、地上になったら便利だなっと最初は思っていたんですけれ

ども、1 階がミニバイクとか特殊自転車、2 階、3 階が自転車ですかね。という形

でお聞きして、自転車は 2 階に上がらないといけないのかという風に、それだった

らまだ近い地下の方がまだマシかなという気がします。 
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もちろんデッキは自転車駐輪場まで届いていないですよね。ということは、2 階、

3 階に上がるためには、エレベーターかスロープか何か知りませんけれども、上が

らなくてはいけないので、自転車は非常に不便になるのかなという気がします。 

どちらも 1,500 台ということなんですけれども、多分 2 階、3 階の利用状況は多

分 1 階よりも少なく、ミニバイクと自転車を分けられたら仕方ないですけれども、

上に上がれば上がるほど空が増えるんじゃないかなという気がします。 

それとすみません。地下に駐輪場をつくる費用と土地を買収ですよね。貸して貰

うわけじゃないですよね。買収して 2 階、3 階建ての駐輪場をつくる費用とどちら

がどうなのかなというのが気になりました。 

 

【事務局】（矢倉課長） 今、ご質問がありました地上 3 層の駐車場に、2 階、3

階の自転車が入れにくいのではないかというご意見なんですけれども。 

 地下駐輪場は、先ほども申しましたように 6m の高低差があり、立体駐車場にな

りますと、2 階が 3m、3 階が 6m ということで、地下の駐輪場よりも高低差は 3

階であれば同じ下へ下がるのと上へ上がるのとで違いがあるんですけれども、2 階

については地下の駐輪場よりも出入りしやすいというように考えております。 

 あと、先ほどもご質問あったんですけれども、エレベーター等については駐輪場

の中では計画しておりません。 

ただ、自転車の出し入れにつきましては、自転車を乗せてベルトコンベアーで、

横で歩いて上っていくというそういう施設を設置する予定でございます。それは、

地下駐輪場の時も同じ施設を設置するという計画でございましたので、立体駐輪場

になってもそういったベルトコンベアーを使って 2 階、3 階に上がっていただくと

いう計画でございます。 

 事業費の件なんですけれども、事業費につきましては、地下駐輪場ですと約 15

億円の費用がかかります。地上立体化にしますと土地の値段も含めまして、約 6 億

円ほどですむということで、9 億円ほどの事業費が削減できるというものでござい

ます。 

 

【会長】（岩崎委員） はい、どうぞ。 

 

【金児委員】 先ほどから、利便性っていうものに関しては、ちょっと無理がある

かなと思うんですけれども、経済性とそれから安全面は間違いなく良いのじゃない

のかなと。 
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9 年前くらいにはじめて聞いた時に、車も地下に入るっていう時に「車 1 台で 1

千万円かかる。」という風に聞いておりましたので、「無駄やね。」という話をし

ておりました。 

それと地下になると防犯面と西口の方はちょっと雨がすごく降りますとずいぶ

ん水が溢れるという風な、駅すぐ裏がそういう状況がございますので、まさかと思

いますけれどもゲリラ豪雨で地下に雨が流れ込むというような事があってはなら

ないので、私はこれでいいのかなと思っております。 

 ただ、ちょっと心配をしておりますのは、駐輪場の 1,500 台という台数なんです

けれど、駐輪場の昔色々質問を貰った事がありました。時間制限の問題ですね。「も

っと朝早く、夜遅くできないのか。」と、そうすると駅の辺にはいっぱい民間の駐

輪場がございまして、そこが組合をつくっておられて、そことの兼ね合いがあるの

で、「市の駐輪場はなかなか駅のすぐ近くにある、利便性が高い分、時間の延長が

できないんです。」という話がございました。 

今回はどうなんでしょう。前の市の駐輪場と台数がどうなのか、ひょっとして駅

舎が南に 100m 移ったことによって、ひょっとしたら現在の民間駐輪場が少し辞め

られるという可能性もなくはないのか。また、西口が開くことによって、西口の方

には駐輪場も駐車場も今のところ計画があるという風に伺ってないんですけれど

も、乗降客が増える可能性もあれば、この駐輪場の台数はこれで十分足るというそ

ういう計算でおられるのか、確か和泉中央駅の方は 2,300 台くらいの駐輪場だった

かなと思ってるんですけれども、その辺の計算、予定状況はいかがでございましょ

うか。ちょっと簡単にお聞きしてもよろしいでしょうか。 

 

【事務局】（矢倉課長） 今回の都市計画変更を行うに当たりまして、22 年の 1

月に現在仮設駐輪場なんですけれども、そこに止めておられる利用者の台数、それ

と和泉府中の駅東側には今 10 軒の民間の駐輪場がございまして、その 10 軒に聞

き取り調査を行っております。その結果ですね、この 1,500 台という結果が出てき

たわけでございますけれども、元々、和泉府中駅周辺には 3,000 台程度駐輪場が必

要ということでした。1,100 台くらいが民間の駐輪場でまかなえる台数。あと残り

につきましては、東と西で分散して駐輪場を整備していくという計画でございまし

て、今、東側ではその結果 1,500 台という台数になっております。 

あと、この立体駐輪場の今回 1,500 台収容なんですけれども、先ほども言いまし

たように 2 階、3 階が自転車の駐車場、2 階にはスライドラックという自転車を横

にスライドさせて、収納するような設備を設置しております。3 階につきましては
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平置きという形で今回計画しております。 

しかし、民間の駐輪場の廃止によりまして、公共がどれだけ柔軟に対応できるか

という必要性もありますので、3 層のところにスライドラックを入れますと現在の

1,500 台の収容台数が約 300 台程度増やせる、要するに投資をすることによって

300 台くらいの収容台数に余裕ができるという形で考えております。 

 

【金児委員】 よく分かりました。ありがとうございます。 

 

【会長】（岩崎委員） いわゆる駐輪台数のキャパに問題はないということで、ち

ょっと確認ですが、今回は柱がどうとか工作物の構造の話とか言ってますが構造は

審議の対象外ですね。ご意見は賜っても良いんですが、そこをはっきりさせておき

たいんですが、これは対象外になりますね。いわゆる場合によっては、地上 3 階が

半 2 階になるかもしれないしということも当然あるかもしれませんし、いかがです

か。 

事務局の方に構造物の事も含めての審議があるのかということの確認です。 

 

【事務局】（坂口室長） はい、会長。 

 

【会長】（岩崎委員） はい、どうぞ。 

 

【事務局】（坂口室長） 構造につきましては、今、計画段階で鉄骨造 3 階建てを

想定して計画しておりますが、やはり台数等の状況によりましては、2 層になるか、

4 層になるのかというのは今後、詳細設計時に煮詰めていく中で決まっていきます

ので、今回の審議の中では対象外としていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

【会長】（岩崎委員） 分かりました。いわゆる色んなご意見は委員の皆様出して

いただきたいと思うんですが、その意見は承りつつも「本来のこの審議とはちょっ

と別ですよ。」ということで、いずれにしても今回は駐輪場の場所を一部、これま

でのやつを廃止という変更をして新しく移し変えるということについてはどうか

という、おそらくキャパの問題とか配置上の問題とかその辺がこの審議の主要な分

野になるのではないのかと思われます。他のも含めて色々意見を出していただけれ

ばと思います。 
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【赤阪委員】 赤阪です。面積の件で 1,600 というのは床延べ面積という風にみた

らよろしいのですか。 

それから 2,900 から 1,600 ということで、そこの差というのはどういう風になっ

ているのかという点と先ほど 15 億と 6 億というお話が出ました。構造面とかは今

会長がおっしゃるように別にしてもですね、本当に 15 億という数字はどこから出

てきたものなのか。それは確かなお金なのか、本当に今回 6 億でできるのか。 

というのは、やはり駅前ということであれば、駐車場と駐輪場が対面にできるわ

けですよね。何か時代の流れで今大きく駅前が動くとは分かりませんけれども、今

後、和泉市はどういう風な方向性にこの駅前を向いていくのかということを考えた

時に、今ここへこういう風な形で安いからできるという事だけで良いのか。 

 それとも以前は、そういうところの場所がなかったということで、安全性や利便

性やどうのこうの考えて地下へ下ろすと。ところが先ほど、市民からの意見があっ

たようにですね、ご都合主義の言い訳をされてるような形になるような事であれ

ば、私たち委員としても何かちょっとひっかかる物があるというように思いますの

で。  

まず、15 億と 6 億に至った経過、それと 2,900 ㎡と 1,600 ㎡これは床面積がこ

うなるのか。地下に下りる入り口の部分が入っているということが計算されたら、

そういう点では非常に地下を有効利用しようと図って最初の話があったと、他に土

地がないから、時間がたつにつれて、「もうこれやったらここを売ってもエエやな

いか。」という時代の流れで変わったってきたやつが、都市計画法の中でそう簡単

に変えれるのかなという思いがするんです。 

 

【会長】（岩崎委員） 確認ですが、今の話はいわゆる建設費の原資についての担

保というか、エビデンスがどうなっているのかという話ですかね。 

 

【赤阪委員】 原資ではなく、かかるということです。原資がここに 15 億あるか

らいけるということではなく、15 億かかりますよ、というのはどこから出てきた

のかということです。 

 

【会長】（岩崎委員） いわゆる投資効果についての吟味がどうなのかということ

になるのでしょうか。 
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【赤阪委員】 本当に 15 億かかるのかという、見積りだけの話なのかということ

です。 

 

【会長】（岩崎委員） いわゆる積算、見積りの整合性はどうかということともう

1 つは規模そのものについて、適正さの観点はどうなのかということと、もう 1 つ

は自動車の駐車場と自転車駐車場との位置関係で、安全性等の面からちょっとどう

なのかという意見もあったように思いますけど。 

 

【赤阪委員】 まちの中心にそれがボーンっとできると、今までのやり方だったら、

駅の近くの下にありますから、今建てようとしているところは、もっと他にね。動

線計画と上がそれで固まってしまうわけですから、まちづくりの面で。 

 

【会長】（岩崎委員） ということで、以上 3 点についてお答えいただきたいと思

いますがよろしくお願いします。 

 

【事務局】（矢倉課長） はい。 

 

【会長】（岩崎委員） はい、どうぞ。 

 

【事務局】（矢倉課長） まず、面積の 2,900 ㎡と 1,600 ㎡なんですけど、地下駐

輪場の 2,900 ㎡というのは地下 1 層の底面の面積でございます。あと立体駐輪場の

1,600 ㎡といいますのは敷地の面積でございます。 

 

【赤阪委員】 そういう出し方をすると、何かまやかしみたいな事になってくると。

それはそれでまた後で。 

 

【事務局】（矢倉課長） それと事業費 15 億円という根拠でございますが、地下

駐輪場の基本設計を行っておりまして、その時の試算で 15 億円という金額が出て

おります。これは、当然、基本設計をするに当たりまして近隣の駐輪場の単価を参

考にしまして、算出したものでございます。 

 あと、最後ですね。地下の駐輪場を立体駐輪場に変えることはどうなのかという

ことなんですけども、再開発事業というのはこの地域の活性化というのが大きな目

的でありまして、当然、地下駐輪場を計画した時には道路に面した土地の有効活用



平成 22 年度第 1 回和泉市都市計画審議会会議録 

 24 

というのを含めて計画されていたということは認識しております。 

ただ、今回立体駐輪場とすることによりまして、駅から 200m 離れていることに

よりまして、回遊性あるいは周辺の動線ですね、その辺りが活性化するというとこ

ろも期待できるのではないのかと考えております。 

 

【会長】（岩崎委員） すみません。最後のいわゆる配置上の問題で、活性化の議

論も重要ですけど、いわゆる利用者等を配慮した動線計画の合理性というかその辺

りの話が必要であるという意見であったと思うんですが。 

 

【事務局】（坂口室長） はい、会長。 

 

【会長】（岩崎委員） お願いします。 

 

【事務局】（坂口室長） 地下駐輪場なんですが、確かに駅の前に地下駐輪場を現

計画で配置しております。ただ、出入り口 2 箇所につきましては、駅前広場の対面

に出入り口が配置されております。それから入って駐輪した後っていうのは、駅前

広場の対面にエレベーターがございます。それを介してデッキをつたって駅に行く

と、確かに距離としては近いんですが、その中での動線といいますか、利用者にし

ましては朝のラッシュ時等、駅エレベーターを介しての駅への進入になるという事

はかなりのストレスが溜まるものかなと考えておりまして、また立体駐車場につき

ましては、若干距離は離れますが、すぐに駐輪できてその足で駅の方へ向かって駅

前広場の対面にエスカレーター、エレベーターがございますが、それを介してデッ

キをつたって駅に行けると、動きとしてはさほど変わらないと考えております。 

利便性としては、人のストレス、精神的なものからすると自分で動けるという方

が利便性については良いのかと考えております。以上でございます。 

 

【赤阪委員】 今の話でも、片方は地下へ行くとエレベーターだけで、片方はエス

カレーターがあるとかないとかいう話でね、何かそうごまかすような話じゃなしに

ね。地下でもエスカレーターをつくれば別に待つ、待たないということではないで

すしね、もうちょっと親切な説明をして欲しいです。 

 

【会長】（岩崎委員） 3 番目の動線プラン等についてもうちょっと配慮がいるの

ではないのかという意見もあるようですが、例えばご専門の方を含めてですけど
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も、これからどういう風な仕様にしていかれるのか提言といいますか、それも含め

て意見をどなたか委員の皆さん出していただけましたらありがたいのですが、いか

がでしょうか。 

 

【赤阪委員】 200ｍというのは駅から 200m ですか。 

 

【事務局】（坂口室長） 駅舎から約 200m のことです。 

 

【赤阪委員】 そうなってくるとね、3 階へ止めて 6m 上がって、6m 下りてそこ

から駅へ向かって行くということであれば、全く計算が 200m 云々だけじゃないわ

けですよね。片方の地下では、「6m 下りるから大変ですよ。」っというような言

い方をされる。片方、3 階へ止めた人は 6m 上がって、6m 下りて 12m のところに

200m 行く。これが 3 階というそういうところがデッキで結ばれるということであ

ればそれは別なんですけれども。一旦地上へ下りてこないといけないということは

12m 往復、中途半端ですよね。動線から言えば。 

 

【会長】（岩崎委員） いわゆる比較で言うとおそらく前計画、今は現計画という

ことになりますけれども、変更しようとするその駐車場の計画は地下へ向かう緩慢

なスロープ等の活用とか、あるいは立体駐車場から照明がないことによる歩行速度

の違いとか、そういう事から総合的に勘案して若干、離れているけれどもデッキで

結んでいて利便性は一定程度同等の確保ができるという計画上のご説明であるん

ですけども、この件については、他に今委員から出された意見に対してこういう改

善の方法がございますというような、他の委員の方で意見があれば出していただき

たいのですが、どうでしょうか。 

ちょっと、意見がないようですが、私の貧弱な知識で申し上げますと地下駐車場

はあまり良くないんですね。といいますのは、高校生とかあるいは夜とか色んな形

で使われると、そういうせっかく駅前の活性化とか賑わいとかいったものを確保し

ようとして相当程度の労力、資金等を使って長い長期の事業をやったにもかかわら

ず、今は色んな犯罪とかですね、いわゆる治安の問題とかあるというのが聞かれて

おります。そういう事からいわゆる「見える化」と言われておりますけれども、実

際施設なんかでもね、見える方が良いわけで、そういうことから言うと土地がここ

が取れたわけですけれども、ここである程度まず、見える可視的な駐輪場を整備す

るという方向としてはそれほどおかしくはないんじゃないのかなという気はして
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おりますけれども。 

 

【赤阪委員】 会長。 

 

【会長】（岩崎委員） どうぞ。 

 

【赤阪委員】 全くそのとおりでね。そういう説明をね、もっと理由付けとして最

初からしていただければ。 

 僕らは、新橋ですか。見に行きましたよね。ポーンと放り込んだらもう勝手に自

動にですね下にダーっと、1 本につき 150 台から 200 台ですね。それを、「ああい

うのをせい。」というのも金銭的に無理というのも分かっておりますけれども、地

下といったらああいう意識が働いてですね、より利便性があって、チップでポンと

あれすればもう何秒かあったら、上がってくるというような。あれでも 1,500 台か

ら 3,000 台という単位ですよね。1 本につき 200 台、300 台と 1 つの入り口がね。

そういう風にやっているところを見てきましたけれども。何も「それをせい。」と

言うんじゃなしに。 

今、会長がおっしゃられるように、なるほどその可視化というんですか、見える

というこれは大事だと思います。ほやけど、今、会長がいみじくもおっしゃいまし

た、一時的にもこういう形の中でね、15 億と 6 億でこれだけの差もあるのだと言

えば、これが未来永劫にそれをやっていくんじゃなしに、もしそこが大きく発展す

るような時にはね、そういう「地下にですね、自動の、人が地下へ入らない、そう

いうものに変えていくという方法もあるんですよ。」というような説明がね、展望

が欲しいわけですね。 

これを賛成するにしても。反対ということじゃなしに、そこら辺がちょっとね、

説明者側として僕はやっぱりして欲しいなと思います。以上です。 

 

【会長】（岩崎委員） ということです。もう一回ちょっと事務局の立場の話をし

ますと、審議会という場は計画論をやるんじゃなくて、審議してその認可するかど

うかという事の場になりますので、どうしてもあまりふわっとした話はですね、事

務局としては思っていても適切な、的確な言葉だけを並べてしまうから、そういう

柔らかみがないのだろうという気がちょっとするのですけれど、ただ、今、委員が

おっしゃったようにですね、今後ですね、これを審議で合否が得られた場合には、

構造とかあるいはアクセスとかですね、そういったものを少し計画案をもうちょっ
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と掘り下げるというようなことをやっていくという意味では、別に異議はありませ

んか。 

 

【赤阪委員】 僕は別に異議はないんです。ただ、そこまでいく過程に親切心が欲

しい。 

 

【会長】（岩崎委員） 他にご意見はございませんか。はい、どうぞ。 

 

【西口委員】 西口でございます。2 点ほど聞きたいですが、まず 1 点は駐輪場の

計画がこのように変更するということについてですね、合理的な検証はされておら

れるだろうと思いますが、第三者的にこのような事業の途中で、変更することがど

こまで耐えられるものなのかどうか。その辺の法的な判断をどのようにお考えなの

かというのが 1 点ですね。 

もう 1 点は、行政が新しい開発をする中で、我々が当然いつも聞きますのは、周

辺の既存区域での整合性、特に狭あい道路をどうするかという事が行政のいつもの

問題になるんですけど、特に今回新しい計画地のところは、非常にいい場所なんで

すが、特に方角で言いますと東側になるんでしょうか、駅とは逆の方ですね。細い

道路がひっついておりますけれども、細い道路を例えば駐輪場計画を利用しまして

ですね、4m にするか 8m にするかは別としまして、例えば「この道路を広げんる

んだ。」というような方向でというのが出てこないのかというようにちょっと疑問

に思っているんですけど、この 2 点をお聞きさせてください。 

 

【会長】（岩崎委員） はい、よろしくお願いします。 

 

【事務局】（坂口室長） はい、会長。今、何故、この時点で都市計画変更を行う

かという事と東側の狭あい道路の件だと思うんですが、平成 17 年に都市計画変更

をした際にですね、当初、地下駐車場もございました。その中で、地上立体化にし

たわけなんですが、その当時も地下駐輪場も併せて地上立体化を検討したわけでご

ざいますが、再開発事業区域におきまして、用途地域的に建ぺい率、容積率または

一般の利用者の駐輪場ということで駅からかなり離れるということになりまして、

そこで駐車場のみを 17 年に変更した経緯がございます。 

 また、その際、今回、現計画に基づいて事業を進めている中で、事業の進捗に合

わせまして、近隣周辺も変わってきた中でまとまった土地が確保できる目処が立ち
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ましたので、今回都市計画の変更に至ったわけでございますが、これにつきまして

も大阪府と協議を重ねました結果、「可能である。」と確認いただきましたので、

今回の都市計画変更をさせていただいたということでございます。 

 それと、もう 2 点目の東側の狭あい道路ですが、これにつきましては、今その道

路に面して生活されておられる方につきましては 1 件と認識しているんですが、こ

の道路につきましては、4m 未満の細い道路でございます。その底地につきまして

は、里道、和泉市それと民間、個人です。個人が入っている道路でございまして、

表面は市が管理してございます。 

 配置計画につきましては、この立体駐輪場を配置する上におきましては、今後の

道路の拡幅を踏まえまして、中心から 2m 後退した配置計画とさせていただきたい

と考えてございます。以上でございます。 

 

【会長】（岩崎委員） はい、どうぞ。 

 

【西口委員】 ちょっと、1 点ずついきますけど、大阪府の許可をいただいた、そ

れから都計審で今日許可をいただく運びになっておるんですけども、私はそういう

ことをお聞きしているんではなしに、昨今、住民訴訟が盛んな時節柄ですからね、

都市計画を一度決めた上において、まだ何もできていないのだったら、そう左右し

ないですけども、商業ビル、それからマンションですか、そちらの方も販売あるい

は入居の話が進んでいる中での、この途中での変更なんですが、いわゆる第三者的

に責め立てられたときに、どこまで耐えれるのか、大丈夫なのかどうかといったこ

とをお聞きしているんです。 

 

【会長】（岩崎委員） はい。難しい質問ですが。 

 

【事務局】（坂口室長） この変更につきましては、今、現在工事中であります、

特定建築者、東急不動産、三井不動産レジデンシャルにも、当然、こういうことで

変更を行いたい旨のお話をさせていただきました。それにつきましては、東急不動

産等につきましては、「問題ない。」と答えはいただいております。 

 

【西口委員】 あのう、そういう個別の話を私はお聞きしているのではなしにね。

例えば、もう既にマンションを買ってある人もおりますので、その方も一つの財産

を取得したということで、それなりの財産が減ったとか、減らんとかというような
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事にもならんとも限らないしね。 

それから例えば、駅前のロータリーの方はさほど問題にならんとは思いますが、

例えば新しく来る和泉府中駐輪場ですか、新しく来る横の人がですね、困るという

場合もありますわね。「だから、都市計画でこれは決まったんや。」と我々はこう

強弁するんですけども、途中であるので、どこまでそれがね主張できるのかなと心

配をしております。 

それが、東急がオッケーやから大阪府がオッケーやからそれはまあ、別の話であ

って、行政としてそれはどこまで許されるのかなという一つの基準というかそうい

うのはあるんですかね。 

極端な話を言えば、例えば駅前の広場が駅前に向いて南北に通ってるんですけれ

ども、例えばこれを途中でこの方がいいんだと東西に広げることができるのかと変

更できるのかといったらこれはできないんですよね。そこまでの変更はできるかと

いう事になるんですけれども。 

さすれば、この駐輪場の場合は、地下を地上にあげることが途中でできるのかと

いう、こういう、ちょっと心配をしているわけなんですけれども、まあできるとい

うこと前提で今日は会議を開いてるんですけれども、その辺の心配がひとつしてお

りますけれども、明確な答えがないので、それはそれでお聞きしときたいと思いま

す。 

 二番目のこの道路の問題ですが、中心後退と今、おっしゃいましたけれどもいわ

ゆる細い道の真ん中に線入れて、それをお互いに両側で 2m ずつになるようにバッ

クしましょうとこういう事ですけどもね。それはそれで一応正論かも分かりません

けれども、私はこの際、ここまで買うんでしたら中心後退でなしに、西側の方はバ

ックというやっぱり「4m 道路をこの際つくりあげていく。」とこれくらいのあれ

があっても良いんじゃないかと思うんですが。そういうお考えはないんでしょう

か。 

2m の中心後退でいきますといわゆるこの細い道の右側の細い道の東側がそのう

ち建築確認やあるいは開発が出てくる中で、その都度、その都度バックするような

形でノコギリの刃みたいにそれも何年かかるか分からんということでね。普通の一

般市街地などの駅前の商業地域でね、もう少しこの狭あい道路、既存道路を広げて

いく積極的な誘導施策というものがあってしかるべきだと思うんですけれども、そ

の点で駅前の自転車駐車場はひとつのきっかけになると私は思うんですが、その辺

の考えはないんでしょうか。 
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【会長】（岩崎委員） 事務局お願いします。 

 

【事務局】（坂口室長） この細い道路につきましては、建築基準法でいいますと

道路ではないんですが、許可をするときには 43 条の許可道路に位置づけされるこ

とになると思います。その場合、許可条件として中心後退として私お答えさせてい

ただいたんですが、配置計画等につきまして片方 4m を取れる範囲は、今後、配置

の中で考えていかしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【西口委員】 最後です。配置の中で考えていただくのは結構なんですけれども、

私の言いたい事は中心後退というのはある意味、民意性がありまして、家が建たな

い既存のままでしたらそのままで終わってしまうんです。そうなったら、全然道が

広がらないんです。 

それよりも都市計画でこの狭あい道路を例えば、右側に広げる、左側に広げる真

っ直ぐするあるいは斜めにするという形で計画の線を入れて貰って、むしろ積極的

に広げていくというような方向性をここは駅前ですからね、出してあげて欲しいな

という風に思うんですが、まあ今日はそういう案件にならないでしょうけれども、

少しでもそういう方向で光が見えたらなと思ってお聞きしたんですが、ちょっとま

だそこまでいってないようですので、意見だけ申し上げまして終わります。 

 

【会長】（岩崎委員） はい、どうぞ。 

 

【金児委員】 今の西口先生のお話凄く良いお話であったと思っております。 

去年、駐輪場も江戸川区の見に行きましたけれども、品川区の狭あい道路も行き

ました。まあ、何十年経ってもその中心後退で 4m 道路なんていうのは、もう金輪

際実現するものではないので、道としてきっちりできるのが難しければ、せめてさ

っき配置でとおっしゃいましたように現実に 4m で車が行き来できるような状況

をこの駐輪場が積極的につくっていただければいいかなとそのように思います。さ

っきのお話はそういうことだったんかな。是非、よろしくお願いいたします。 

 ちょっと確認なんですけれども、うっかりしておりました。今つくっているレジ

デンシャルでしたっけ。20 階建ての横の駐車場はマンションの入居者のための立

体駐車場ですが、駐輪場はございましたでしょうか。 

 

【事務局】（坂口室長） 再開発ビルの駐車場棟の 1 階には駐輪場がございます。
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これは、商業施設等の利用者の方の駐輪場でございまして、マンションの方の駐輪

場はマンションの 1 階にございます。だから振り分けしております。 

 

【金児委員】 分かりました。新しい駅前の駐輪場を使う必要はないということで

すね。分かりました。すみません。 

 

【会長】（岩崎委員） 他に委員の皆様方ご意見ございませんか。色々な意見が出

ておりますが、基本的には利用者の立場に立った視点、それから周辺の近隣の方そ

れから狭あい道路の事業推進上の実態に即した事業方法の今後の検討、クレームで

はなくてせっかくつくるのだから、良い財産として駅前の顔となるようなものを残

していこうという強い思い入れのご意見のように感じます。そういう意味では反対

ということではなくて、そういう意見が出たということで、前向きのご意見だと思

います。 

 もし意見がないようであれば、そろそろここで決議を取ろうかなと思うんですけ

れども。こちら側の委員の皆さんあまりご意見がないようですが。あっ、どうぞ。 

 

【藤田委員】 藤田でございます。本日の議案については全く賛成なんですが、1

つだけお願いといいましょうか、質問ではございません。 

 こちら自転車駐車場が開発区域から離れるということなんですけれども、離れて

みましてもやはりそもそも、この再開発事業はひとつのテーマでまちづくりを考え

られておりますので、こちら離れたからといって、それだけ全く別の独立したびっ

くりするような駐車場ができないように一体的なデザインと計画していただける

ようにお願いしたいと思います。 

 

【会長】（岩崎委員） それでは、色々な意見が出まして、今後のまちづくりとい

う観点から土地利用の整序ある誘導をお願いしたいという意見も出ました。大変、

この駅前について大事にしていきたいという意見でございました。 

基本的に反対意見ではないような感じがいたしまして、いわゆるご意見つきの賛

同ではないかなと私は感じましたんですが、皆さん何かご異議はございませんでし

ょうか。 

無いようでしたら、基本的には異議ないという事で議決を取りたいと思いますが

いかがでございましょうか。 
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【委員】 異議なし。 

 

【会長】（岩崎委員） そうでございますか。ありがとうございました。異議ない

ものと認めます。 

本件は、第 1 号及び第 2 号議案については可決されました。 

委員の皆様方には、慎重なるご審議をいただきまして、誠にありがとうございま

した。 

 以上で審議については、終了いたします。 

 閉会の前に何か事務局の方から何かご連絡ございましたらお願いいたします。 

 

【事務局】（中戸課長） はい、会長。事務局から第 2 回都市計画審議会の開催に

ついて、ご依頼申し上げます。 

次回の審議会の予定でございますが、来年 1 月 17 日、月曜日なんですけれども、

午前 10 時から開催を予定しております。 

案件といたしましては、第 6 回線引きに関する案件でございます。 

つきましては、委員の皆様、大変お忙しいところ恐縮ではございますが、ご出席

よろしくお願い申し上げます。 

事務連絡は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】（岩崎委員） 本日は、皆様方には大変お忙しいところ、ご出席を賜りあ

りがとうございました。以上をもちまして審議会を終了いたします。どうもありが

とうございました。 

 

 

会議のてん末を記載し、その相違のないことを証するため、ここに署名する。 

 

和泉市都市計画審議会 会長 


